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 本基本的考え方は、今後、各分科会において、各独立行政法人の評価方法、基準等

を検討するに当たって、盛り込むべき事項及び留意点を示したものである。 
 

１ 評価の基本方針  

（１）中期目標、中期計画に係る業務の実績を客観的に把握し、達成度を明確に示す

こと。 
 
（２）中期目標、中期計画の達成状況等を踏まえ、独立行政法人の事業活動、業務運

営等について、多面的な観点から当該法人を総合的に評価し、組織、業務等につ

いて、改善すべき点等を明らかにすること。 
 
（３）中期目標、中期計画について、一層適切なものとなるよう見直し、必要に応じ、

修正を求めること。 
 
（４）各事業年度の評価は、中期計画の終了時の評価を念頭に置きつつ行うこと。 
 

２ 評価方法の基本  

独立行政法人の評価は、大別して以下の２つにより行う。 
（１）中期目標、中期計画に定められた各項目の達成度を確認すること等により評価。

（項目別の評価） 
（２）上記（１）の評価結果を踏まえ、独立行政法人の運営について主要な観点から

の分析を行うとともにそれらに基づき総合的に評価。（全体的評価） 
 
（１）項目別の評価 
  ア 個々の項目ごとに実施状況を中期目標、中期計画に照らして、 
    ＡＡ（中期目標を大幅に上回って達成） 

Ａ （中期目標を十分達成） 
Ｂ （中期目標を概ね達成） 
Ｃ （中期目標をある程度達成しているが改善の余地がある） 
Ｄ （中期目標を下回っており大幅な改善が必要） 

の５段階で評価。 
    各事業年度に係る業務の実績に関する評価についても、事業年度ごとの計画

に定められた、中期目標を達成するための措置について、上記の基準を準用し

て評価。 



２ 

 
  イ 評価に当たっては、できる限り定量的な指標、客観的な評価基準を設定。 
    一つの指標で適切に評価が行えない項目については、複数の指標の組み合わ

せ、定性的な評価項目の達成状況との組み合わせ等により評価。 
    客観的な評価基準を設定することが困難な項目については、委員の協議によ

り評価。 
 
  ウ 評価に併せ、必要に応じ、改善すべき事項、目標設定の妥当性等を記述。 
 
（２）全体的評価 
  ア 独立行政法人の任務達成に向けた、事業の実施、財務、人事に係るマネージ

メント等について、それぞれの観点から評価。 
 
  イ 項目別の評価の結果等を総合し、独立行政法人全体について評価。 
 
※ 中期計画の終了時の実績評価については、必要に応じ次期中期目標に向けて独

立行政法人の組織及び業務の在り方についても必要性等の観点から評価。 
 

３ 評価の進め方  

（１）評価委員会において、評価指標、評価基準等を設定。具体的には、各分科会に

おいて個別に検討し、評価委員会に報告。 
設定に当たっては、必要に応じ独立行政法人の意見を聴取。 

   設定された評価指標、評価基準等に基づいて各独立行政法人が作成する項目別

の評価のための評価調書の様式を作成。 
 
（２）各分科会の検討過程において「基本的考え方」について修正すべき点がある場

合、その他、各独立行政法人に共通して定めるべきと考えられる事項がある場合

は、他の分科会と意見調整。 
 
（３）通則法に基づき、独立行政法人は、財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後

３月以内に主務大臣に提出し、承認を受けなければならない。主務大臣は、承認

しようとするときは、評価委員会の意見を聴かなければならない。 
   各独立行政法人は、項目別の評価調書も財務諸表等にあわせて提出。 
 
（４）評価委員会において、実績報告書等に基づき評価を実施。 
   評価に当たっては、各独立行政法人から、業務の実績、自己評価等を聴取。 
   評価委員会の評価結果を次年度の予算要求作業（７月頃）に反映できるように

上記の手続を前倒しして実施することも検討。 


